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オケクラフト作り手養成塾 募集要項 
 
 
１．研修制度の  オケクラフトの生産技術及びクラフトマンシップの習得、並びに美意識 
  目   的  の向上及び技法の伝承を図り、「用の美」に向けた社会の創出のために、 
         オケクラフトの振興とまちづくりに寄与する人材の育成を図る。 
         （１）オケクラフト作り手養成 
         （２）生活視点のデザインと使う社会に貢献する新たなデザインの創造 
         （３）使う社会の要望によるモノづくり 
         （４）木工技法の伝承 
         （５）積極的な作り手の社会参加 
         （６）定住人材の確保 
         （７）雇用の創出 
 
２．募 集 人 員  ３名以内／年（原則） 
 
３．研 修 期 間  ２年間（塾⻑が必要と認めた場合に限り、１年の延⻑可） 
 
４．研 修 内 容  （１）基礎研修 
            オケクラフト及び木工芸に関する基礎的な技術・知識並びに生産

から流通までの総合的なデザインを学ぶ 
         （２）専門研修 
            生産実習を通じて、オケクラフトの生産技術及びクラフトマンシ

ップを習得するとともに、美意識の向上と独⽴に向けて経済的に自
⽴する能⼒を⾝につける 

 
５．研 修 場 所  森林工芸館、共同工房、町内個人工房 ほか 
 
６．応 募 資 格  ・年齢︓５５歳以下（原則） 
         ・町内に定住してクラフト生産に従事する意志があること 
         ・技術⼒が⾝に付くまで自活できる⼒量があること 
 
７．応 募 方 法  履歴書・応募理由を記載し、郵送又は持参 
 
８．募 集 期 間  期間を設けず、随時、応募を受付ける（選考日程も随時決定） 
 
９．選 考 方 法  第１次審査︓書類審査 
         第２次審査︓⾯接審査、簡単な木工実技審査 
 
10．指 導 体 制  ・塾⻑︓森林工芸館⻑ 
         ・講師︓片岡祐士（主任講師）、志鳥光一、佐藤 誠 ほか 
 
11．そ の 他  ・研修期間中の研修費は無料 
         ・研修修了後は、共同工房を有料で使用することができる 
 


